
市第108号 

 

 

 

 
市第 108 号議案 

   横浜市火災予防条例の一部改正 

 横浜市火災予防条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和６年２月９日提出 

横浜市長 山 中 竹 春 

横浜市条例（番号） 

   横浜市火災予防条例の一部を改正する条例 

 横浜市火災予防条例（昭和48年12月横浜市条例第70号）の一部を

次のように改正する。 

 第47条第１項第１号中「主要構造部」を「特定主要構造部」に改

め、同項第２号中「主要構造部」を「特定主要構造部」に改め、「

、若しくは」の次に「主要構造部が」を加える。 

 第51条第１項第１号中「主要構造部」を「特定主要構造部」に、

「または」を「又は」に、「もしくは」を「若しくは」に改め、同

項第２号及び第３号中「主要構造部」を「特定主要構造部」に改め

る。 

 別表第８中 

「 

5,000 円  

3,500 円  

4,000 円  

 

        」 

を 

「 
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5,800 円  

3,800 円  

4,400 円  

 

        」 

に、 

「 

3,500 円  

3,000 円  

6,000 円  

3,500 円  

 

        」 

を 

「 

4,300 円  

3,800 円  

6,800 円  

4,000 円  

 

        」 

に改める。 

附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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   提 案 理 由 

 建築基準法及び建築基準法施行令の改正の趣旨を踏まえ屋内消火

栓設備及び自動火災報知設備に関する基準について規定の整備を図

るとともに、甲種防火管理講習等の受講手数料を改定する等のため

、横浜市火災予防条例の一部を改正したいので提案する。 
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 参  考  

  横 浜 市 火 災 予 防 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案     
                    (下 段  現  行)  

（ 屋 内 消 火栓
せん

設 備 に 関 す る 基 準 ） 

第 47 条  次 の 各 号 に 掲 げ る 防 火 対 象 物 に は 、 屋 内 消 火栓
せん

設 備 を 設 け

な け れ ば な ら な い 。 

                           特 定 主 
⑴  令 別 表 第 １ ⒃ 項 に 掲 げ る 防 火 対 象 物 で 、 延 べ 面 積 が 、 

                        主 要 構 

要 構 造 部 
を 耐 火 構 造 と し 、 か つ 、 壁 及 び 天 井 の 室 内 に 面 す る 部 

造 部 

分 の 仕 上 げ を 難 燃 材 料 で し た 防 火 対 象 物 に あ っ て は 3,000 平 方 メ 

      特 定 主 要 構 造 部 
ー ト ル 以 上 、        を 耐 火 構 造 と し た そ の 他 の 防 火 対 

主 要 構 造 部 

象 物 又 は 建 築 基 準 法 第 ２ 条 第 ９ 号 の ３ イ 若 し く は ロ の い ず れ か

に 該 当 し 、 か つ 、 壁 及 び 天 井 の 室 内 に 面 す る 部 分 の 仕 上 げ を 難

燃 材 料 で し た 防 火 対 象 物 に あ っ て は 2,000 平 方 メ ー ト ル 以 上 、 そ

の 他 の 防 火 対 象 物 に あ っ て は 1,000 平 方 メ ー ト ル 以 上 の も の 

⑵  令 別 表 第 １ 各 項 に 掲 げ る 防 火 対 象 物 で 、 地 階 を 除 く 階 数 が ５ 

     特 定 主 要 構 造 部               主 
以 上 の も の （        が 耐 火 構 造 で あ る か 、 若 し く は 
      主 要 構 造 部 

要 構 造 部 が 
不 燃 材 料 で 造 ら れ て い る も の で 、 ５ 階 以 上 の 階 の 部 

              

                  特 定 主 要 構 造 部 
分 の 床 面 積 の 合 計 が 100 平 方 メ ー ト ル （        を 耐 火 
                  主 要 構 造 部 

構 造 と し 、 か つ 、 壁 及 び 天 井 の 室 内 に 面 す る 部 分 の 仕 上 げ を 難 

燃 材 料 で し た も の に あ っ て は 、 200 平 方 メ ー ト ル ） 以 下 の も の 

 特 定 主 要 構 造 部 
又 は        が 耐 火 構 造 で あ る も の で 、 ５ 階 以 上 の 部 分 
  主 要 構 造 部 

が 床 面 積 の 合 計 100 平 方 メ ー ト ル （ 壁 及 び 天 井 の 室 内 に 面 す る

部 分 の 仕 上 げ を 難 燃 材 料 で し た も の に あ っ て は 、 200 平 方 メ ー

ト ル ） 以 内 ご と に 耐 火 構 造 の 床 若 し く は 壁 又 は 防 火 戸 で 区 画 さ

れ て い る も の を 除 く 。）  
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  （ 第 ２ 項 か ら 第 ５ 項 ま で 省 略 ） 

（ 自 動 火 災 報 知 設 備 に 関 す る 基 準 ） 

第 51 条  次 の 各 号 に 掲 げ る 防 火 対 象 物 ま た は そ の 部 分 に は 、 自 動 火

災 報 知 設 備 を 設 け な け れ ば な ら な い 。 

                     特 定 主 要 構 造 部 
⑴  令 別 表 第 １ ⑸ 項 ロ に 掲 げ る 防 火 対 象 物 （        を 耐 

                  主 要 構 造 部 

        又 は                若 し く 
火 構 造 と し た も の    建 築 基 準 法 第 ２ 条 第 ９ 号 の ３ イ 
        ま た は               も し く 

  は 
ロ の い ず れ か に 該 当 す る も の を 除 く 。） で 、 延 べ 面 積 が 200  

  は 

平 方 メ ー ト ル 以 上 の も の 

                     特 定 主 要 構 造 部 
⑵  令 別 表 第 １ ⒃ 項 イ に 掲 げ る 防 火 対 象 物 （        を 耐 

                     主 要 構 造 部 

火 構 造 と し た も の 又 は 建 築 基 準 法 第 ２ 条 第 ９ 号 の ３ イ 若 し く は

ロ の い ず れ か に 該 当 す る も の を 除 く 。） の う ち 、 同 表 ⑸ 項 ロ に

掲 げ る 防 火 対 象 物 の 用 途 に 供 さ れ る 部 分 （ 当 該 用 途 に 供 さ れ る

部 分 及 び 次 に 掲 げ る 用 途 に 供 さ れ る 部 分 の 床 面 積 の 合 計 が 200

平 方 メ ー ト ル 以 上 の 場 合 に 限 る 。）  

 （ ア 及 び イ 省 略 ） 

⑶  令 別 表 第 １ ⒃ 項 に 掲 げ る 防 火 対 象 物 （ 同 表 ⒃ 項 イ に 掲 げ る 防

火 対 象 物 に あ っ て は 、 小 規 模 特 定 用 途 複 合 防 火 対 象 物 に 限 る 。 

特 定 主 要 構 造 部 
 次 号 に お い て 同 じ 。） （        を 耐 火 構 造 と し た も の 
            主 要 構 造 部 

 又 は 建 築 基 準 法 第 ２ 条 第 ９ 号 の ３ イ 若 し く は ロ の い ず れ か に 該

当 す る も の を 除 く 。） の う ち 、 ２ 階 以 上 の 階 を 同 表 ⑸ 項 ロ に 掲

げ る 用 途 に 供 す る も の で 、 延 べ 面 積 が 300 平 方 メ ー ト ル 以 上 の

も の 

（ 第 ４ 号 、 第 ２ 項 及 び 第 ３ 項 省 略 ） 

別 表 第 ８ （ 第 69 条 の ２ 第 １ 項 、 第 69 条 の ３ 第 ２ 項 ） 
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            区                  分  手  数  料  

 

 

甲種防火管理講習  

省令第２条の３第１項に規定する甲種防火管理新

規講習（以下「甲種防火管理新規講習」という。

）   

5,800円  

5,000円  

省令第２条の３第１項に規定する甲種防火管理再

講習（以下「甲種防火管理再講習」という。） 

3,800円  

3,500円  

乙種防火管理講習  
4,400円  

4,000円  

（省       略）  

防災管理講習 

省令第51条の７第１項に規定する防災管理新規講

習（以下「防災管理新規講習」という。）  

4,300円  

3,500円  

省令第51条の７第１項に規定する防災管理再講習

（以下「防災管理再講習」という。）  

3,800円  

3,000円  

甲種防火管理新規講習及び防災管理新規講習を併せて実施する講習    
6,800円  

6,000円  

甲種防火管理再講習及び防災管理再講習を併せて実施する講習   
4,000円  

3,500円  

（省       略）  
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